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眼鏡をかけている

方々は、D 地区に良い

環境を用意しました

ので、D 地区で暮らし

てください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もし、こう言われたら･･･」 

☆「共に生きる」とは 

？ 

C地区 

D地区 
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障害者基本法第３条（地域社会における共生等） 

 ２ 全ての障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が

確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 

【教育における学びの場の決定について】 

学校での】 

つまり、C 地区に住んでいる人に、整った環境だからといっ

て、本人の選択の余地なく D 地区に移住してくださいと頼ん

でいることが問題なのです。 

あくまでも眼鏡を例にして話していますが･･･ 

【どこで、誰と生活するか選択の機会が確保されているか】 

「もう ぼくは 
ここで くらせないの？」 

住み慣れた場所（地域）で暮らしたい。それはみんな同じではないでしょうか。 

＊詳しくは福島県養護教育センターだより第２号「障がいのある児童生徒の就学先決定について」

をご覧ください。（https://special-center.fcs.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/113） 

 

平成２５年９月の学校教育法施行令の一部改正を受け、障がいの程度が第２２条の３

に該当する子どもは、特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の枠組みを

改め、障がいの状態等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みになりまし

た。その際、大切にすべきこととして、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（中央教育審議会初等中等教育分科

会平成２４年７月２３日）、に次のように示されています。 

 
 市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意

見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な

支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定する

ことが適当である。 
＜太文字、下線は福島県特別支援教育センターで追加＞ 
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